
施 設 の ご 案 内   （重要事項説明書） 
 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

・施 設 名         社会医療法人 高見徳風会 

            介護老人保健施設エスポアール城西 

・開設年月日        平成元年 4月 20日 

・所 在 地         岡山県津山市田町 151-5-1 

・電話番号         Tel 0868-24-5555  Fax 0868-24-5731 

・管 理 者         田口 勇仁 

・介護保険指定番号     通所リハビリテーション    （3350380006号） 

              介護予防通所リハビリテーション（3350380006号） 

 

（施設関連事業） 

事業の種類 介護保険事業所番号 利用定員 

介護老人保健施設 3350380006 97床 

短期入所療養介護 
（介護予防短期入所療養介護） 

3350380006 空床利用 

 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

    介護老人保健施設は、医学的管理の下での看護・介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活

上のお世話などの介護保険施設サービスを提供し、日常生活を営む能力のより一層の改善拡大を図

るとともに１日も早く家庭での生活に戻ることができるように支援することを目的とした施設です。 

 

《医療》   当施設は、入院医療は必要のない程度の要支援者及び要介護者を対象としていますが、

医師・看護職員が常勤していますので、利用者の状態にそった適切な医療･看護を行います。 

 

《機能訓練》 原則として機能訓練室で行いますが、施設内でのすべての生活・活動が機能訓練であると

言えます。従って医師、看護師、介護員が連携し、それに理学療法士、作業療法士が加わっ

て、生活リハビリテーション、さらに認知症リハビリテーションに力を入れます。 

 

さらに、家庭復帰される場合には、在宅での療養環境の調整など退所時の支援をすること、及び

利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、（介護予防）短期入所療養介護や（介護

予防）通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした

施設です。 

    この目的に沿って、当施設では別紙に運営規程を定めています。 

  

（介護予防）通所リハビリテーション 

  要支援者及び要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介護サービス計画に

基づき、当施設をご利用いただき、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。また、

要支援者に対しては、重度化予防のため運動器機能の向上を図ります。 

 

（３）施設の職員体制 

①医師           1名以上 

②理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは、介護職員を併せて 

4名以上 

 

 

就業時間 

勤務形態 始業時間 終業時間 その他 

日  勤  8:30 17:15 
・２交替制勤務 

・休憩時間 45 分 半日勤務 
 8:30 

13:15 

12:30 

17:15 

 



  

 

（４）通所定員       ４０名 

 

（５）通常送迎実施区域   旧津山市 

 

（６）営業日及び営業時間 

  〈営 業 日〉           月曜日～土曜日（但し、祝祭日及び１２月３１日～１月３日は除く。） 

  〈営業時間〉      ８：３０ ～ １７：１５ 

  〈サービス提供時間〉  ８：３０ ～ １７：１５ 

 

２．サービス内容 

  〈共通サービス〉 

・ （介護予防）通所リハビリテーションサービス計画書の立案 

・ 食事の提供（食事は原則として食堂でおとりいただきます） 

・ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。） 

・ 送迎 

・ 医学的管理、看護、介護 

・ レクリエーション 

・ 相談援助サービス 

・ その他 

 

〈通所リハビリテーション〉        〈介護予防通所リハビリテーション〉 

・ リハビリテーションマネジメント     ・ 運動器機能向上サービス 

・ 短期集中個別リハビリテーション        

 

 

 

３．利用料金 

（１）料金内容 

・ 当施設が提供する法定代理受領サービスに関して、利用者から保険給付の自己負担額を、別に定

める料金表により支払いを受けます。 

・ 利用料として、食費、おむつ代等を別紙１～２・４・５（ご利用料金表）に掲載の料金より支払

いを受けます。 

  ・ 上記のほか、クラブ活動・行事などにかかる費用の徴収が生じた場合は、その都度、利用者また

は家族に説明し同意を得たものに限り徴収します。 

   

上記のサービス内容及び費用の支払いの同意については、その利用者または家族に対して事前に

説明し当該同意書への署名を受けることにより包括的に行うものとする。 

 

（２）支払方法 

・毎月１０日頃までに前月分の請求書を発行しますので、その月の末日まで受付にお支払い下さい。 

・お支払いは、引き落とし及び振込にてお願い致します。その他をご希望の際は、ご相談下さい。 

 

４．協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。 

 

・協力医療機関及び協力歯科医療機関 

名 称 住 所 

社会医療法人高見徳風会 希望ヶ丘ホスピタル 津山市田町１１５ 

医療法人和風会 中島病院 津山市田町１２２ 

財団法人津山慈風会 津山中央記念病院 津山市二階町６７ 

近光整形外科診療所 津山市椿高下１２７-１ 

城北歯科クリニック 津山市山北１２３ 

 

 



  

 

 

５．サービス利用に当たっての留意事項 

  ・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただきます。

食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の状態に影響

を与える栄養状態の管理をサービス内容としている為、ご理解ください。 

・飲酒・喫煙    ～   敷地内外は禁酒、禁煙です 

  ・火気の取扱い    ～   火気は使用できません 

  ・設備・備品の利用   ～   施設のものをご利用下さい 

・所持品等の管理     ～   施設では管理しておりません 

  ・金銭・貴重品       ～   ご遠慮ください 

  ・機能訓練室の利用      ～   施設の管理の下、ご利用下さい。 

 

６．非常災害対策 

  ・防災設備  ～   スプリンクラー、消火器、屋内消火栓、防災扉を完備しております。 

  ・火災想定訓練  ～   年１回実施しています。 

  ・水害想定訓練、地震想定訓練、防犯訓練  ～  年１回程度実施しています。 

 

７．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心してご利用していただくために、利用者等による営利行為、宗教の勧誘、

特定の政治活動等はご遠慮いただきます。また、他の利用者や職員に対するセクシャルハラスメントや

暴言、暴力行為等が認められる場合は、退所していただく場合がございます。 

 

８．衛生管理 

  利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、感染

症の発生、蔓延防止のための必要な措置を徹底いたします。 

 

９．事故発生防止と発生時の対応 

当施設は、事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に実施します。また、これ

らを適切に実施するための担当者を施設長とします。 

当施設内で利用者の心身の状態が急変した場合及び事故が発生した場合は、速やかに当該利用者のご

家族・市町村・地域包括支援センター、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、

必要な処置を行います。また、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。 

当施設による過失と認められる賠償すべき事故が発生した場合は、当施設が賠償責任を負います。 

 

１０．秘密の保持 

  当施設とその従業者は、業務上知り得た利用者又は扶養者若しくはその家族等に関する秘密を、正当

な理由なく第三者に漏らしません。また、ご利用終了後及び従業者が従業者でなくなった後も同様の扱

いとなります。但し、以下に掲げる情報提供については､利用者及び扶養者から予め同意を得ておきます｡ 

 

① 介護保険サービスの利用のための市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所その他の介

護保険事業者等への情報提供、あるいは適切な在宅療養のための医療機関等への療養情報の提供。 

② 介護保険サービスの質の向上のために学会、研究会等での事例研究発表等。なお、この場合でも利 

用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。 

 

１１．苦情等の相談 

  当施設には介護及び介護保険の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談くだ

さい。要望や苦情なども支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたします。苦情については、

施設内外調査を行いその結果に基づき関係者と対応策や改善策などを協議し、その後具体的な改善策を

利用者及び家族に説明致します。 

また、下記の行政機関の窓口もありますのでご相談下さい。 

   

・介護老人保健施設エスポアール城西 支援相談員                  0868-24-5555 

  ・津山市役所   高齢介護課           津山市山北５２０     0868-32-2070 

  ・岡山県国民健康保険団体連合会 介護保険課    岡山市北区桑田町１７－５ 086-223-8811 



  

 

１２．第三者による評価の実施状況 

 

第三者による評価の実施状況 １ あり 実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり ２ なし 

２ なし 

 

（令和６年４月１日現在） 

 


